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    開  会   午前９時３０分 

議長（杉岡義信君） 皆さん、おはようございます。 

  春の装いにはまだ肌寒い日もありますが、一雨ごとに暖かくなってまいりました。 

  本日、ここに平成２９年第１回笠置町議会定例会が招集されましたところ、御出席いただ

きまして御苦労さまでございます。 

  本定例会に提案されます案件について、慎重な御審議をいただくとともに、議会運営に格

別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  ただいまから平成２９年３月第１回笠置町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  西岡良祐君から体調不良のため欠席届が提出されていますので、報告いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により３番議員、向出健君及び４番議員、

田中良三君を指名します。 

  以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いいたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２２日までの１５日間としたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 異議なしと認めます。会期は本日から３月２２日までの１５日間に決定

しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  議会報告を行います。 

  去る１月１３日、町村議長会議がセントノーム京都で開催されまして、出席いたしました。

平成２９年度事業計画及び予算等について審議いたしました。 

  １月１８日、市町村トップセミナーが京都市内で開催されまして、正副議長が出席いたし

ました。 
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  １月２３日、新任議員研修会が京都府自治会館で開催されまして、新任議員、西、坂本両

議員が出席いたしました。 

  ２月６日、京都府・市町村正副議長研修会が京都市内で開催されまして、正副議長が出席

をいたしました。平成２９年度の地方財政運営について知事から説明を受け、その後、知事、

副知事を交えた府議会、町村議会との意見交換会を行いました。 

  ２月２２日、町村議会議長会定例総会が京都府自治会館で開催されまして、出席いたしま

した。昨年度の決算及び本年度の予算等を承認いたしました。また、全国町村議長会会長及

び京都府町村議長会会長表彰が行われました。 

  以上で議会報告といたします。 

  なお、議会運営上、議会運営につきまして、今定例会におきまして不穏当な発言があった

場合には、後日、会議録を調査して善処いたします。 

  次に、町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 行政報告を行います。 

  本日、ここに平成２９年第１回笠置町議会定例会を招集しましたところ、議員各位には御

多用のところ全員の出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  ことしの冬は各地で記録的な降雪を観測するなど、不安定な気候が続いておりましたが、

最近は暖かい日があったりと、議員の皆様には体調管理に十分御留意いただきますようお願

い申し上げます。 

  それでは、町政の状況について御報告をさせていただきます。 

  まず、定住自立圏について報告をいたします。昨年１０月に伊賀市と伊賀・山城南定住自

立圏の形成に関する協定を締結し、共生ビジョンの策定に向け、懇談会を設置し、協議いた

だいております。また、担当課長による各部会では、事務レベルでの打ち合わせをそれぞれ

開催しており、２月には共生ビジョンの中間案が作成をされました。当初の予定よりおくれ

てはおりますが、３月１５日から１カ月間、パブリックコメントを受け付け、懇談会での協

議と協議会への提示を経て、共生ビジョンが策定される予定となっております。 

  次に、地方創生について報告をさせていただきます。平成２８年１月に笠置町まち・ひ

と・しごと創生戦略を策定し、２０４０年の人口を８８８人に目標設定して、住民の皆様が

健康で安心して生活しやすく、住んでみたい町にするため、この創生戦略に掲げる施策に取

り組んでおります。 

  平成２７年度は地方創生先行型事業、平成２８年度は加速化交付金事業と推進交付金事業
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に取り組んでまいりました。特に、ＪＲ駅舎は建物をＪＲ西日本から無償で譲渡いただき、

３月末の完成に向けて改修工事を行っております。町の玄関口である駅舎でございますので、

住民の方や観光客の方が集える場、情報発信の場になればと考えております。平成２９年度

には京都府からの補助金をいただいて駅前整備事業を実施するため、当初予算に計上させて

いただきました。 

  また、住民参加の映画として取り組んでおりました「笠置ＲＯＣＫ！」が完成し、３月

２６日には住民の方に向けて上映会を開催いたします。映画祭の出品や上映の依頼もあり、

笠置町のＰＲになること間違いないと確信をしております。 

  ２月２４日には、地方創生拠点整備交付金事業の交付決定をいただき、後日、補正予算を

追加提案させていただく予定をしております。町の活性化を進めるためにも重要な事業です

ので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 

  今回、本定例会に御提案申し上げます案件は、専決処分に対する承認２件、議事案件は平

成２８年度の補正予算４件、平成２９年度の当初予算５件を含む１６件でございます。よろ

しく御審議賜りますようお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。 

議長（杉岡義信君） これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第４、承認第１号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正

に伴う専決処分の承認を求める件を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 承認第１号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正に伴う専決

処分の承認を求める件について、提案理由を御説明申し上げます。 

  地方公務員の育児休業に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律の一部改正がされ、平成２９年１月１日から施行されましたので、

当町の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正を平成２８年１２月２７日に専決し、

施行したものでございます。承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、承認第１号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正に伴う専決処分の

承認を求める件につきまして説明させていただきます。 

  この条例改正につきましては、先ほど町長からの提案理由にもありましたように、平成
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２８年１２月に地方公務員の育児休業に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律がそれぞれ一部改正されまして、仕事と介護の両立支援

を進めるため、介護休暇制度の見直しと介護時間の制度が新たに導入されたものでございま

す。 

  法律の施行日が平成２９年１月１日からとなっておりますので、当町の条例を平成２８年

１２月２７日に専決処分とし、１月１日から施行とさせていただいたものでございます。 

  この改正にあわせまして、一部文言の修正も行っております。 

  それでは、新旧対照表のほうで説明させていただきます。 

  ちょっとページが飛びまして、新旧対照表、第１５条になります。一番最後のページにな

ってしまいます。すみません。 

  まず、介護休暇と介護時間、この１５条と１５条の２が制度改正と新設されたものとなっ

ております。 

  まず、介護休暇、第１５条の介護休暇の内容で説明させていただきます。現行では、介護

休暇の最初の承認の日から６カ月以内の期間だけ介護休暇が認められるというものでありま

したが、通算して６カ月、３回まで介護休暇、３回の期間内で分割しての介護休暇の取得が

可能となったものでございます。今までは、その６カ月の期間、分割ではなく、一括、最長

で６カ月であったんですけれども、これは通算して６カ月ですので、１カ月ごとにとるとい

うことも可能ですし、２カ月を３回ということも可能となったということでございます。 

  それから、その中でも、対象家族のうち同居の要件が必要となっておりました祖父母、孫、

兄弟姉妹、これは同居要件が現行では必要でしたが、これが不要になりまして、別居してい

ても祖父母、孫、兄弟姉妹は取得ができるというものとなっております。 

  第１５条の２では、この介護時間が新たに設定されたものでございます。要介護者の介護

のために１日の勤務時間の一部を最初の承認の日から３年以内の期間で勤務しないというこ

とが可能となったものです。介護時間は、１日につき２時間を超えない範囲内で、必要な時

間が認められます。ただし、この時間は、介護休暇と同じく給与の減額が行われるというこ

ととなっております。 

  それから、文言整理といたしまして、今まで「あつた」、「なつた」など、大きな「つ」

から小さい「っ」に変えさせていただいております。条例、例規集自体にもこのような表現

がたくさん出てきておりまして、まず手のつけられるものからということで、今回の改正に

あわせてさせていただきましたが、かなりたくさんの量、例規集の中に入っているものでご
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ざいますので、例規集の作成の業者とちょっと今、改正について議会に提案、この分のもの

だけ除いた提案はできないかということで協議をさせていただこうと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上で説明を終わります。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。 

  質疑につきましては、全ての議案に対し、同一議題について３回ですので、申し添えます。

質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。承認第１号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

一部改正に伴う専決処分の承認を求める件は、承認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、承認第１号、職員の勤務時間、休暇等に関

する条例一部改正に伴う専決処分の承認を求める件は、承認することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第５、承認第２号、笠置町職員の育児休業等に関する条例一部改正

に伴う専決処分の承認を求める件を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 承認第２号、笠置町職員の育児休業等に関する条例一部改正に伴う専決

処分の承認を求める件について、提案理由を御説明申し上げます。 

  先ほどの承認第１号に係る専決と同様、地方公務員の育児休業に関する法律及び育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正がされ、平成

２９年１月１日から施行されましたので、当町職員の育児休業等に関する条例の一部改正を

平成２８年１２月２７日に専決し、施行したものでございます。御承認いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 
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  それでは、承認第２号、笠置町職員の育児休業等に関する条例一部改正に伴う専決処分の

承認を求める件について説明させていただきます。 

  先ほど町長も説明しましたとおり、承認第１号と同様に、平成２８年１２月に地方公務員

の育児休業に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律が改正されました。これは、仕事と育児の両立支援を進めるために、子の看護休

暇等の見直しが行われたものとなっております。 

  法律の施行日が平成２９年１月１日からですので、当町の条例も昨年１２月２７日に専決

処分として、１月１日から施行とさせていただいております。 

  それでは、また新旧対照表のほうで説明させていただきます。 

  「第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定めるもの」というところでございます。

これは、育児休業等の対象となる子の範囲を法律上の親子関係であります実子または養子と

いうものを第１号で規定しております、法律上の親子関係に準じると言えるような関係にあ

る子、例えば養子縁組の里親に委託されている子を第２号で規定するというものになってお

ります。これによりまして対象者を拡大したというものでございます。 

  第２条の３は、現行の第２条の２の条番号を１つ繰り下げて規定させていただいておりま

す。 

  続きまして、第３条です。これは、第２条の２で子の範囲が拡大されたことに伴いまして、

育児休業の取り消しの要件というものを規定、文言整理をしているものでございます。 

  ページをめくっていただきまして、右側のページ、第１０条です。この第１０条は、育児

短時間勤務をすることができる事情というものを規定していますが、第３条の改正にあわせ

まして、第１号で実子または養子、現行のものですね。第２号では先ほどの里親と子の関係

というものを規定しているというところになっております。 

  そして最終のページ、第１７条でございます。部分休業の承認の規定ということの改正で

すが、これは１日に２時間から育児時間または介護時間を減じた時間を部分休業できる旨を

新たに規定しております。現行では、部分休業１日２時間という規定、育児または介護休暇

とは併用して受けられないということとなっておりましたので、これが新たに規定されたも

のとなっております。 

  あとは、先ほどと同様、文言の整理というところになっております。 

  以上で説明を終わります。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。承認第２号、笠置町職員の育児休業等に関する条例

一部改正に伴う専決処分の承認を求める件は、承認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、承認第２号、笠置町職員の育児休業等に関

する条例一部改正に伴う専決処分の承認を求める件は、承認することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第６、議案第１号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の特例に関

する条例一部改正の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の特例に関する条例一

部改正の件について、提案理由を申し上げます。 

  平成２８年６月議会において、町長の給料月額を平成２９年３月まで１割削減する特例条

例を可決いただきましたが、平成２９年４月から平成３０年３月までの１年間、期間を延長

するものでございます。御承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第１号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の特例に関する条例一部改正

の件について説明させていただきます。 

  先ほど町長の提案理由にもありましたように、昨年の６月、町長が就任されてから６月議

会におきまして、給料月額を１割削減という内容で２９年３月３１日までの期間させていた

だいておりました。これを、町長からの申し出によりまして、２９年４月分から３０年３月

分までの１年間を延長するということで改正させていただきます。 

  新旧対照表につきましても、その期間の変更とさせていただいております。減額の率につ

きましては、昨年度と同様、１割ということとしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。以上です。 
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議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第１号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の

特例に関する条例一部改正の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第１号、特別職の職員で常勤の者の給

与の額の特例に関する条例一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第７、議案第２号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件を

議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第２号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件について、提

案理由を申し上げます。 

  昨年８月に発出された人事院勧告により扶養手当が改正されることとなりましたので、額

の一部改正と、あわせて通勤手当の改正を行うものでございます。 

  施行日は、第１条が平成２９年４月１日から、第２条は平成３０年４月１日からとなりま

す。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第２号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件につきまして説明さ

せていただきます。 

  この条例につきましては、議会運営委員会終了後、差しかえということになりまして、ま

ことに申しわけございませんでした。 

  それでは、説明させていただきます。 

  今回の改正につきましては、人事院勧告に伴いまして扶養手当の改正、それとあわせて通

勤手当の改正、見直しと文言整理を行うものとなっております。 
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  それでは、新旧対照表のほうで説明させていただきます。 

  まず、新旧対照表、第１条のほうから説明させていただきます。 

  今回の改正、第１条と第２条と２本立てでしております。第１条につきましては、平成

２９年４月１日からの施行をするものを規定しております。第２条は、平成３０年４月１日

からの施行日となるものでございます。 

  まず、第１条です。第１１条の扶養手当ですが、第２項第１号におきまして、満２２歳に

達するまでの子と孫というものを現行では対象としておりましたが、新しく、子と孫、これ

を２つに分けると、別々の号に規定しておるものでございます。 

  第３項では支給額を規定しております。第１号に規定されました配偶者は１万

３，０００円から１万円に減額、第２号の子は６，５００円から８，０００円に増額、第

３号に規定した孫は６，５００円の現状のまま、以降の父母、祖父母等も６，５００円の現

行のままとなっております。 

  下段の第１２条におきましては、その扶養手当の手続を規定しているものとなっておりま

す。配偶者の届け出、それから子供の届け出等を規定したものとなっております。 

  めくっていただきまして、右のページ、第１３条、こちらは通勤手当の改正をしておりま

す。現行、自動車の使用距離、自動車等、交通手段で通勤されるものは５キロメートル未満

を２，１００円と規定しておりましたが、通勤手当、国の支給額同様、２，０００円に

１００円減額するものとしております。 

  続きまして、最後のページになります。裏面で、第２条です。これは平成３０年４月１日

から施行となるものでございます。 

  第１条におきまして扶養手当を改正いたしておりましたが、今回、この扶養手当の支給額、

平成３０年からは、この扶養手当の支給額を第１号で規定する配偶者につきましては、１万

円からさらに減額して、これを６，５００円にするものとなっております。子供以外の扶養

手当は全て６，５００円となるもので、子につきましては１条で改定した８，０００円に増

額されたままとなっております。 

  以上、説明を終わらせていただきます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 
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  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） ３番議員、向出です。 

  議案第２号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件について、反対討論を行います。 

  条例案は、職員の扶養手当について、配偶者については引き下げる、そして子については

引き上げるという内容になっています。扶養者の中で配偶者と子に差を設けるのは、扶養手

当のあり方として問題であると指摘して、反対討論といたします。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第２号、笠置町職員の給与に関する条例一部改

正の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第２号、笠置町職員の給与に関する条

例一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第８、議案第３号、笠置町職員定数条例一部改正の件を議題としま

す。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第３号、笠置町職員定数条例一部改正の件について、提案理由を申

し上げます。 

  平成３０年度末の退職に備え、採用者数の平準化と職員体制の強化を図るため、町長部局

に属する職員数を現行の４６名から４８名に２名増とするものでございます。御審議の上、

御承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  議案第３号、笠置町職員定数条例の一部改正について説明させていただきます。 

  今回改正させていただきますのは、第２条第１項に規定する町長部局に勤務する職員の数

を４６名から４８名、２名増員するものでございます。 

  第２条第２号では議会事務局の職員の２名と規定しておりますので、現在、職員定数を現

行の４８名から５０名に引き上げるものとしております。これにつきましては、先ほど町長
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からの説明もありましたように、職員の平成３０年度の退職を見据えたもの、それから今後、

この数年で取り組んでいく地方創生事業等も必要となりますので、職員の採用の平準化を図

るもの、それと体制の強化につきまして、今回、定数自体を上げさせていただくこととさせ

ていただきました。よろしくお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。大倉君。 

５番（大倉 博君） ５番、大倉です。 

  まず、今おっしゃった体制の強化、３０年の退職を見据えてというのがちょっとわからな

い。その辺のところを説明願いたいのと、なぜこの業務がこの２名、そういうことで業務が

ふえたのかどうか、そして今まで業務の見直しをされたかどうか。例えば産業会館でしたら、

以前はアルバイトの方が２人おられて交代で出られて、今は職員が行っておられます。それ

と、私、以前から言っているように、このテレビの放送でも、職員がテレビを撮りに行くの

ではなしに、民間委託するとか、そういったこと。そして、後でも言いますけれども、水道

の検針なんかもそうなんですね。民間委託してほしいと。予算はついていますけれども、そ

ういった業務の見直しをやったかどうか。いわゆるスクラップ・アンド・ビルドということ

で、本当にやらなければならない。 

  そして、嘱託職員が現在１１人おられます、職員名簿を見ますと。この嘱託職員のも後で

ちょっとまた言いますけれども、嘱託職員で当面やっていけないかどうか、そして先ほど言

ったように民間委託でどうか、そういった議論、検討されたかどうか。先ほど町長が地方創

生で笠置町の人口は、２０４０年、もう間近ですよ。２０４０年には８８８人とおっしゃっ

ていますけれども、７４０人と推定されております。そういった人口の変化に伴って、なぜ

今この２名をふやさなければならないのか、この点をお願いしたいと思います。 

  そして、この最近の２月の総務省と内閣府は、小規模自治体に対して自治体にスリム化を

促すと。ことしから二、三年で集中的に改正を、改革を求めると新聞報道されております。

だから、いよいよ４月からそういったこともやられると思うんですけれども、だから、今述

べましたこの３点、答弁いただきたいと思います。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員の質問にお答えさせていただきます。すみません、また漏れがありましたら指摘

いただきたいと思います。 

  まず、途中出ておりました嘱託職員ですけれども、今現在、うちのほうで嘱託職員として
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雇用している一般事務につきましては２名、２９年度からは１名になります。うちのほうの

嘱託職員は、保育所での保育士、調理師、それから学童、児童館等の指導員というところで

専門的な業種となっております。事務職員につきましては一般職員でやっている中での補助

という形で嘱託職員を配置しているだけですので、そこをまた増員していくというのは、今

のところ、事務としての増員は今考えていないというところです。 

  それから、業務見直しにつきましては、外部委託等も検討しておるものもございます。た

だ、こっちで直接実施していくもの、外部へ発注するもの、もちろん費用対効果もございま

すので、そこらの検証はしていく必要があるかと思います。今何を外部発注しているんだと

いうところは難しいところがあるかもしれませんけれども、今後、その笠置テレビのことも、

おっしゃったように外部委託するほうが費用対効果が上がるものであれば、アウトソーシン

グも必要なのではないかということは思っております。 

  それから、人口減少に伴いまして、職員数が多いのではないかというような御意見だった

ように思うんですけれども、笠置町、人口割にすれば、職員数は他の自治体に比べて上回っ

ているところはあります。ただ、府やら国からおりてくる事務量といたしましては、小さな

自治体でありましても大きな自治体でありましても必要な事務をしていかないとというとこ

ろには変わりはございませんので、今の体制でやっていけているのかというと不足があると

いうところで、今回、増員も考えさせていただきました。例えば、相楽東部広域連合につい

て、また今後、事務をそちらに持っていくということも今後出てくる場合もあるかとも思い

ますけれども、税機構にも１名派遣というところにもなっておりますので、うちのほうの体

制的には今現状でマックス以上の事務を職員もやっているというところを御理解いただけた

らと思います。 

  体制につきましても、町長が就任されてから大きな異動等は実施しておりませんでしたが、

今回の４月１日には退職者もございますので、管理職も含め、職員のほうも異動を考えてお

ります。その中で業務の見直しであったり、体制の見直しであったりというのは必要なのか

なとは思っておりますが、現在のところで、これでいくというまだ案には至っておりません

ので、そこらもお含みいただきまして答弁とさせていただきます。 

（「外部」と言う者あり） 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 先ほどケーブルテレビの件で外部。 

（「これだけじゃなくて」と言う者あり） 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 今、直接この業務について委託しているという
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ものは出てきていません。例えば、運動公園の管理をＮＰＯに委託しているとか、そういう

ところでの外部発注はしておりますけれども、当町でやっている事務事業的なものにつきま

しては、現在、そこまでは上がっていないというところです。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） 一応、業務見直し、検討していくということなんですけれども、この

２名をふやすときには、やはりそういった事前にもっと早く、ふやすということは、業務の

見直しをやって、これだからどうしても欲しいというのが本来の姿だと思うんですよ。 

  そして、先ほど嘱託のことで職員のことを言いましたけれども、嘱託職員というのは中途

半端な形で、私もちょっとよくわからないんですけれども、例えば、南山城村のネットを見

ていましたら、南山城村臨時職員取扱規程という規程が載っているわけですね。そこでやは

り地公法第２２条の第５項による採用、そこで一般事務とかいろいろ、一般事務が

６，８００円とか日額とか、いろいろ書いていました。そこまで、条例ではなしに、規程ま

で書いてやっております。 

  いわゆるこの２２条の第５項というのは、「任命権者は、その任用を六月をこえない期間

で更新することができるが、再度更新することはできない」という文言があるわけですね。

だから、この嘱託職員というのは、私もちょっと村のネットだけですけれども、見ていまし

たけれども、嘱託職員という言葉が出てこないんですけれども、これは地方公務員法上どう

いう身分になるんですか。その辺だけ。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  笠置町のほうでも臨時職員取扱規程、嘱託職員取扱規程というものは規程しております。

例規集のほうには、規程というところもありまして、まだ掲載はしておりませんが、もちろ

んそれに基づいて雇用しております。 

  嘱託職員につきましては、先ほどもうちのほうでは専門的保育士であったり、調理師であ

ったり、そういう専門的なものということで雇用してきている経過もございますので、地公

法上での位置づけというのは、その嘱託職員、常勤的な専門職員という、専門職員ではない

んですけれども、常勤的な雇用できる特別職みたいな位置づけになるんです。特別職と一般

職という言い方で分けてしまうと特別職にはなるんですけれども、議員さんとか町長とかと

いう特別職とはまた違った、統計調査員であるとか、そういう特別職という位置づけでして

おります。嘱託職員につきましては、うちの定数外の職員ということになりますので、今回
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の定数条例とは全く人数的には関係ないことにはなるんですけれども、実際事務をやってい

ただいている中で１名出ているということには間違いはないんですけれども、そういうとこ

ろでうちのほうでは嘱託職員、臨時職員の線引きを行っております。 

  臨時職員についても６カ月の雇用、臨時職員につきましては６カ月雇用を継続していると

いいますか、６カ月の期間の雇用通知自体を出しております。嘱託職員につきましては、

１年間の辞令という形で、４月１日なり、採用したときに出しております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 大倉君。 

５番（大倉 博君） これで３回目ですので、これで終わりだと思うんだけれども、嘱託職員

というのは身分が不安定なんですよね。例えば、申しわけないけれども、来年度の予算の嘱

託職員の人数はちょっとわからないんですけれども、予算を集計しますと大体１，６００万

ぐらいですね。１，５９２万、１１人か１０人かわからないですけれども、そういう数字な

んです。だから、嘱託職員というのは中途半端な、地公法上、労基法上、これが本当に適正

かどうかというのは私もちょっとわからないんですけれども、一応、またその辺のところを

調べていただきたいと思いますけれども、これは本当に労基法上いけるかどうか、その辺の

問題がどうかなという思いはあります。中途半端なあれで、ボーナスもない、地公法上も適

用されない、そういうことですね。中身のこととかね。だから、そういったことの嘱託職員

を安易にどんどんふやすというのはいかがかなという気がいたします。 

  そして、先ほど定数上のことをおっしゃいますと、村の定数ですけれども、一応６４人で

すね、村は、隣の。笠置町は今４６人。それがいいかどうか、悪いかは別にして、先ほどお

っしゃったように、やはり国が地方にどんどんと仕事を与えて、いろいろなことで事務量は

確かにふえていると思います。この例規集でも、私が初め来たときは、まだ本当に薄っぺら

い例規集でした。これだけふえて、確かにふえていると思います。だけれども、それは事務

事業の見直しとかをやって、これからそういった見直しということもスクラップ・アンド・

ビルドという考え方でぜひともそういうことでやって、安易にふやすとかいうのではなしに。

それはなぜかといいますと、笠置町の人口も減ることはさることながら、予算もやはり税収

なんか持ちこたえられなくなってくるわけですね。そうすると、財政の硬直化がだんだん進

んでくると思うんですよ。だから、新規事業なんかはできないと思いますね、将来的には。

人口がこれだけ減ってくれば。だから、それだけのことを考えて、安易にふやすのではなし

に、これからはもっと事務事業の見直しを大いにやっていただきたい。 

  そして、たまたま今回４８人にされた場合に、いずれ人口が減ってきたら、４８、定数は



１８ 

そのままにしておいて、予算定数という形。だから、１０年後には今４８の条例定数はその

まま置いておいて、１０年後には４０人の予算定数とか、８人分の予算が減るという、いわ

ゆる予算定数という形に、いずれはそのようになってくるとは思います。それはわかりませ

んけれども、いずれはそういう形になってくると思います。 

  そして、これから、今は学生側の売り手市場ですから、だんだんと少子・高齢化で、心配

するんですけれども、町に優秀な人材が入ってくるかどうかというのが将来的にはある。今

はどうこうではないんですけれども、そういった問題もいずれ考えなければならない問題で

はないかと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  大倉議員の御質問の答弁をさせていただきます。 

  嘱託職員につきましては、もちろん公務災害にも入っておりますし、夏期手当、冬期手当

ということで支給はしております。何かのときには労災保険もありますし、雇用保険も社会

保険もきちんとかけておりますので、労基法上抵触するということは全くしておりません。

そこは説明させていただきます。 

  今回の条例定数ですけれども、上限の５０人と定めるものですので、もちろん事務の見直

しとかによりまして、すき間というか、原因、人数が減ってきた場合は、どうしても５０名

に持っていかないといけないという人数ではございませんので、４８、４６、もちろん見直

して、５０名の予算を上げるというのではなく、そういう場合はもちろん現員数、実際にい

ている職員数の人件費を上げさせていただくというところなので、そこは御理解いただきた

いと思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  定数を４８名にするということですが、職員数をふやすということで、安易に出費がふえ
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るという観点よりも、やはり質の向上。単に数をふやすということよりも、今ある職員がど

う生き生き働けるのか、どういうことを目指して笠置町というものをよりよくできるのか、

そういうイメージが持てるチームづくり、組織づくりに反映される数字であるとするならば、

僕は大いに賛成したいと思います。 

  以上、賛成討論とします。 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第３号、笠置町職員定数条例一部改正の件は、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第３号、笠置町職員定数条例一部改正

の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第９、議案第４号、笠置町税条例一部改正の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第４号、笠置町税条例一部改正の件について、提案理由を申し上げ

ます。 

  地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律などの一部を改正する法律、平成２８年

法律第８６号及び地方税法施行令の一部を改正する政令などの一部を改正する政令（平成

２８年政令第３６０号）は、平成２８年１１月２８日に公布、施行され、また特定非営利活

動促進法の一部を改正する法律、平成２８年法律第７０号が平成２８年６月６日に公布され、

原則として、公布の日から１年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行される

ことに伴い、関連する笠置町税条例の一部を改正するものでございます。よろしく御審議賜

りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。税住民課長。 

税住民課長（石川久仁洋君） 失礼いたします。 

  議案第４号、笠置町税条例一部改正の件について、改正内容を御説明いたします。 

  今回の改正の概要は、第１条関係で特定非営利活動促進法の改正に伴う名称の変更等、第

２条関係では社会保障の安定財源の確保等に係る税制の抜本的改革を行うための消費税法の

一部が改正され、消費税率引き上げ時期が変更されたことに伴います税制上の措置を講じる

ための改正を行っております。 
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  なお、規定のずれや文言の修正等は、一部説明を省略させていただくことがございますの

で、あらかじめ御了承ください。 

  それでは、新旧対照表により御説明いたします。 

  ９ページをごらんください。 

  初めに、第１条関係、町民税の申告、第３６条の２では、特定非営利活動促進法の改正に

伴う名称の変更でございまして、下段の「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非

営利活動法人」に改めるものでございます。 

  １０ページをごらんください。 

  中段、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除、第７条の３の２では控除適用年度を

「平成４１年度」から「平成４３年度」に、また居住開始年を「平成３１年」から「平成

３３年」に、適用期限を法改正にあわせて延長しております。 

  次に、２条関係でございます。ここでは、消費税率８％から１０％への引き上げ時期の変

更に伴い、平成２８年６月議会で議決いただいた笠置町税条例の一部を改正する条例（平成

２８年条例第１１号）を改正いたします。今回の改正は、消費税率の引き下げにより、当初

予定されておりました、平成２９年４月から適用させるため改正した軽自動車税の環境性能

割の導入や法人税割税率の引き下げ等の改正規定を、消費税率の引き上げが延長されたこと

により、適用施行前に再度改正するものでございます。手法としましては、該当する改正規

定を一旦削除し、新たに延期された平成３１年１０月から適用させる改正規定を追加するも

のでございます。 

  なお、笠置町税条例の一部を改正する条例（平成２８年条例第１１号）は、皆さんのお持

ちの笠置町例規集には掲載されておりませんので、御了承ください。 

  それでは、１１ページをごらんください。 

  第１条、１８条の３の改正規定を一旦削ります。次の１９条では、消費税率の引き上げに

関する規定箇所のみを一旦削除し、改正前の状態に戻しております。 

  次に、１２ページ、上段の第３４条の４、法人税割の税率の改正規定もここで一旦削りま

す。 

  １６ページの上段です。第８０条の軽自動車税に関する改正規定、ここから２１ページの

下段の第９１条第２項の改正規定まで、これも一旦削ります。 

  次に、２２ページ下段からの附則第１５条関係の改正規定も削り、２４ページの上段、附

則第１６条の改正規定をさきの改正前の状態に戻す文言修正を行っております。 



２１ 

  これらは、消費税率引き上げ延長後の平成３１年１０月までの経過措置的な改正を行って

いるものでございます。 

  そして、次に２５ページ下段の右側で、第１条の次に「第１条の２」として１条を新たに

加えます。 

  ２６ページに続きます。 

  ここでは、新たに延期後の平成３１年１０月に適用させるため、これまで削除してまいり

ました第１８条、１９条、３４条、第８０条関係から３３ページの附則第１５条関係に、附

則第１６条の改正規定を新たに加え、下段の附則第１６条第２項から第４項まで削るの規定

を含めて追加しております。 

  これらはいずれも、消費税率の引き上げに伴い、平成２９年４月１日に改正を予定してい

たものを一旦削除し、もとの状態に戻すなどを行った上で、消費税率の引き上げに伴い改正

を予定されていた項目を新たに延期後の平成３１年１０月から適用させるため、第１条の

２として条を追加することにより、改正規定を整備したものでございます。 

  なお、この条例は、公布の日から施行します。また、消費税率改正時に適用される規定に

つきましては、延期後の施行日である平成３１年１０月１日から施行します。 

  以上で、笠置町税条例一部改正の件について、説明を終わります。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  議案第４号、笠置町税条例一部改正の件について、反対討論を行います。 

  条例案では、消費税の延期に伴いまして一旦削除し、平成３１年１０月から再び上がるこ

とを前提にして改定という内容になっています。これまで消費税については、所得が低い方、

特にお子さんなどが多い方などは消費がふえ、かえって税金が高くなるという不公平な税制

であるという立場で反対をしてきました。今回も消費税増税を前提にしたものであることを

反対理由として、討論を終わります。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 
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議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第４号、笠置町税条例一部改正の件は、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第４号、笠置町税条例一部改正の件は、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１０、議案第５号、笠置町介護保険条例一部改正の件を議題とし

ます。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第５号、笠置町介護保険条例一部改正の件について、提案理由を御

説明申し上げます。 

  介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第３００号）の公布により、平

成２９年度における第１号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準の特例として、

合計所得金額に長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を適用するものでございま

す。 

  施行日は、平成２９年４月１日でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  議案第５号、笠置町介護保険条例一部改正の件につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の４ページの新旧対照表のほうから御説明申し上げます。 

  まず、現在の介護保険条例でございますが、２７、２８、２９年度の介護保険料を決定し

ている条例でもございます。今回改正いたしますのは、その現条例の本体附則といいますか、

最初に附則が設けられたところの追加条項といたしまして、平成２９年度の特例として附則

の追加条項として設定するものでございます。 

  中身を申し上げますと、内容はずらずら書いてあるのでございますが、金額は変更ござい

ません。それから、段階区分も変更はございません。何が変わったといいますのは、町長の

趣旨説明にございましたように、特例控除を認めるというふうなことでございます。 

  それと、なぜこれは全て改正する条項が書いてあるのかといいますと、今回の改正は、も
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ともと介護保険料は介護保険法施行令第３９条の第１項でずっと決まっているんですが、今

回は特例で、そのもとの介護保険法の施行令の附則の第２０条第１項各号に基づいて改正す

るものですから、根拠条項が変わりますので全てこういう形で列記させていただいたという

ふうなことになります。 

  それでは、若干御説明申し上げます。 

  第７条の中で、第１号から第３号までございます。これは本人・世帯非課税というふうな

部分で、当然金額は変わっておりません。 

  それから第４号以下は、第４号、第５号は本人非課税で世帯課税というような分類で、第

６号以下は本人・世帯課税というふうな大きな分類になっています。 

  今回改正がありますのは第６号以下で、そこのイのところの文言、「地方税法」―詳細

は省くとしまして、最後のほうは「合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除

額を控除して得た額とする」というふうな特例控除を認めたというふうな内容になってござ

います。趣旨説明でもございましたけれども、今まで介護保険料の算定ではこれが認められ

なかった。それで２９年度は特例で設けると。それから３０年度は大きな介護保険法の改正

がございます。今、当初予算で介護保険法の策定の予算も上げさせていただいているんです

が、３０年度からは引き続いて本体の方で改正、特例控除を認めていくというふうな内容に

なっております。認められるのは長期譲渡所得特別、いわゆる土地収用等で控除される分を

保険料の控除額とすると。算定の段階で控除額とするというふうなものでございます。以上

でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第５号、笠置町介護保険条例一部改正の件は、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第５号、笠置町介護保険条例一部改正

の件は、原案のとおり可決されました。 
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  この際、１０分間休憩します。 

休  憩   午前１０時４５分 

再  開   午前１０時５６分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１１、議案第６号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例一部改

正の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第６号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例一部改正の件につい

て、提案理由を御説明申し上げます。 

  本町の地域福祉をめぐる喫緊の課題は、衰退している地域コミュニティー、地域の中で共

助、互助し合う力を支えることでございます。 

  まず、御承知のとおり、平成２９年度より笠置町独自の介護予防・日常生活支援総合事業

を実施し、地域で支え切れない方々の受け皿を制度化し、実施します。あわせて地域コミュ

ニティー活動事業を支えるまちづくり活動の支援を拡充します。まずはこの重点事業を継続

的に実施するため、恒久的な財源を確保することが最も重要な観点と考えております。 

  したがいまして、本条例一部改正の提案趣旨は、現在の限られた財源で今申し上げました

喫緊の課題に対応するため実施しております本町福祉医療費助成事業の中で、全国に比して

特に特化している笠置町単独事業分の制度内容を少し標準化させていただき、重点施策の代

替として振りかえさせていただくものでございます。 

  この条例は公布の日から施行し、平成２９年８月１日以降の診療分に係る医療費から適用

するものでございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  議案第６号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例一部改正の件につきまして御説明申し

上げます。 

  中身に入ります前に、１点訂正をよろしくお願いします。 

  １ページ、最後のほうの附則、１項、「この条例は交付の日から施行する」の「交付」の

字を誤っております。正しくは、公の布の「公布」に御修正いただきますよう、お手数です

が、よろしくお願い申し上げます。 
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  それでは、説明に入ります。 

  ３ページ、まず、町長の提案理由にもございましたとおり、この福祉医療制度の改正でご

ざいますが、所得の多い方等に他の市町村に比して特に特化しております笠置町単独事業費

を少し標準化させていただき、縮小させていただき、本年４月から実施します新しい介護予

防・日常生活総合事業、あるいは地域コミュニティー助成事業の少しでもその財源に充てる

というふうな観点がございますので、よろしくお願いします。 

  まず、５ページの第４条でございます。 

  まず、上段が所得制限でございます。３行目から読みますと、「特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行令―括弧は省きます―第１２条第１項に規定する額を超えるとき、

その者の配偶者若しくは扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が

同施行令第１２条第２項に規定する額を超えるとき」、これが今まで笠置町ではありません

でした。ここは何を言っているかといいますと、本人の所得が高い方、あるいはその方を扶

養する方の所得が高い方につきましては本来は給付制限がかかっております。京都府のほう

でもかかっております。ただ、ここは笠置町にはなかったので、今回、この部分は全国並み

にさせていただくというふうなことでございます。 

  それから、その下、「補助金交付要綱―括弧は省きます―第２第１号の規定に該当し

ない場合であって、その者の前年の所得に対して市町村民税課税の場合は、支給しない」と

いうふうになっています。笠置町が特化している部分といいますのは、事前に説明資料、議

案資料をお配りしておりますので御承知いただいたかと思いますが、大きく言えば、身体障

害者手帳でいえば３級と４級に係るほぼ全ての方に対してやっている助成事業が笠置町の単

独事業分になります。京都府下で大体６市町村、それをやっておりますが、制限なしでやっ

ているのは笠置町だけです。全国的にもほぼないと聞いております。そこの部分を少し標準

化させていただく。課税の方については辛抱していただき、その部分をこの喫緊の課題の重

点事業として財源充当させていただくというふうなものでございます。今読ませていただい

たのは、府の制度対象外の人にあっては町民税非課税者の方を対象とさせていただくという

規定になります。 

  それで、適用時期でございますが、証の切りかえが本年度、税の確定をもって判定します

ので、７月末には判定できます。８月１日、新たな証をもって切りかえをさせていただく予

定をしてございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） ３番議員、向出です。 

  議案第６号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例一部改正の件について、反対討論を行

います。 

  笠置町では、身体障害者１から４級までの入院、通院の自己負担がなくなるよう助成を行

っており、今条例案では、それに所得制限を設けるなどの内容となっています。こうした助

成は権利として本来誰でも受け入れられるようにすべきであり、所得制限を設けることは問

題です。 

  先ほど、新総合事業の喫緊の課題に対応するために、一部所得制限を設けて、そのお金を

財源に回したいという、そういう説明もありましたけれども、福祉を削って別の福祉に充て

るというやり方では、福祉を受ける方の住民の方の本来の願い、医療にかかる負担を少なく

してほしい、そうした願いに逆行するものであり、本来は国に対して財源が不十分であれば

求めていくものだと私は考えています。 

  以上を反対理由として、討論を終わります。 

議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第６号、笠置町福祉医療費の支給に関する条例

一部改正の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第６号、笠置町福祉医療費の支給に関

する条例一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１２、議案第７号、笠置町介護予防・日常生活支援総合事業に係

る利用者負担金の徴収に関する条例制定の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第７号、笠置町介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担
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金の徴収に関する条例制定の件について、提案理由を御説明申し上げます。 

  本町の高齢者福祉をめぐる喫緊の課題は、要介護状態となることの予防または要介護状態

の軽減及び介護、医療、生活支援などの総合的な支援を目指す笠置町地域包括ケア体制の整

備を一体的に実施することと考えております。 

  本議案につきましては、その一環であります、平成２９年度より笠置町が実施します介護

予防・日常生活支援総合事業の実施に係ります利用者負担金の徴収に関し、必要な事項を定

めるものでございます。 

  施行日は、平成２９年４月１日でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  議案第７号、笠置町介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担金の徴収に関する

条例制定の件につきまして御説明申し上げます。 

  まず、内容につきまして、前提としまして、本年４月１日から介護予防総合事業が実施さ

れます。それに向けて、関係機関、それから関係者、非常にいろいろな微調整をしながら、

大筋としてはいろいろ職員も頑張ってくれまして、何とか４月１日から実施できる段取りが

組めたところでございます。その中心となりますのがこれから御説明申し上げます事業でご

ざいまして、これは各市町村によっていろいろ特色がある事業でございまして、笠置町では

今の現状の資源、あるいは人材、あるいは財源等でこれが一番最適だというふうな形で組ま

せていただいた事業となります。 

  それでは、１ページの条例第１条から御説明申し上げます。 

  介護保険法第１１５条の４５に総合事業のいろいろな定義がございます。その中で笠置町

が今実施しますのは、第１号事業という中でございます。大きく分けますと、予防に係る訪

問介護、それから通所介護、それから認定者にこだわらない一般介護予防事業、この大きな

枠に限られます。これについて各町が実施するものですから、負担金を徴収するに当たって

は条例で定めるというふうなことをこの１条で取り決めております。 

  ２条のほうで、今言いました内容、１号事業、あるいは一般介護予防事業という事業の定

義をしてございます。 

  それから、３条で利用者負担金を取るというふうな定義をしておりまして、２項で別表の

とおりとするということで、これから説明させていただきます。 
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  それから、第５条のほうで免除規定を設けてございまして、利用者負担金の支払いが困難

と認められるときというふうなところを想定してございます。 

  ２ページ、別表になっておりまして、一番左の列で２種類に分けております。１号事業と、

下が一般介護予防事業。それから、１号事業の中でも最終的には３種類に分けております。

訪問型サービス事業、これはヘルパー的な感覚でとっていただいたらいいんですが、その事

業は今までどおりの事業も継続します。どうしてもその専門的な知識が必要な要支援者がお

られますので、その方については今までどおりの国の制度を適用します。 

  それから、例えば、身の回りの掃除とか食事とか洗濯、身体にかかわらないサービスにつ

いては、現行のサービスよりももっと手軽な、あるいは利用しやすい体系にしていくという

のが、その次の訪問型サービスＡ事業というものでございまして、これは最終、社会福祉協

議会に委託する事業となります。この母体でございますが、今いろいろ社会福祉協議会のほ

うで人材育成をしていただいていまして、その中でさらに研修を受けていただきます。その

研修を修了することによって、この事業の実施をその方々にしていただくというふうなこと

でございまして、時間に分けております。右の列でございまして、３０分未満で５０円、

６０分未満で１５０円、９０分未満で２００円、これはあくまで利用者負担金でございます

ので、全体事業費としては、社協に委託する事業というのは別途ございます。 

  それから、通所型サービス事業、その下でございますが、これはデイサービス的なもので

ございまして、これは必要な人には今までどおり受けていただく。 

  それから、大きく変わりますのが一般介護予防事業、下の段でございまして、まず、現行

制度で要支援制度がなくなりますので、それらが外れる方といいますか、そういう方が予防

を兼ねて過ごす居場所というのがなくなります。それはことしから徐々にふえてくる予定を

しております。そういう方の居場所づくり、今、介護予防のサポーター養成事業というのも

並行して取り組んでおりまして、そういう方々に一緒に活動していただけるような居場所づ

くり事業、それから２号目として運動機能向上・認知症予防事業ということで、これはもう

少し専門的な見地をお持ちの方に指導いただいて、若干ちょっと差をつけさせていただいて、

３００円というふうな利用料を設定してございます。 

  こういう形で４月から施行させていただく。本格施行なんですけれども、その都度、業務

については利用しやすいような見直しを行いながら移行していきたい、かように思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。向出君。 
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３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  確認のためお聞きしますけれども、今条例に規定するサービスを受けられるのはどのよう

な方でしょうか。窓口でチェックリストにより判断された方でしょうか、それとも要介護認

定を受けた方でしょうか、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいまの御質問でございますが、対象者につきましては、今現在、要支援者に該当され

ている方は当然該当しますし、４月から介護保険法が改正になりまして、今までどおりの要

支援者という認定がなくなる方がおられます。このまま続く方もおられます。福祉用具等々

につきましては、今までどおり認定制度を活用していただくという制度が残ります。ただ、

今まで予防の訪問介護、通所介護で認定を受けられていた方については、今後、認定はなく

なってくるということになりますので、それらの方も対象になってくる。 

  では、どういう基準を設けるというふうなところでございますが、先ほど言われたチェッ

クリストというのが国のほうから示されておりまして、一義的にはこのチェックリストで該

当者。ただ、ここは、担当者の判断ではなくて、別途、コーディネーターを中心とした協議

体というのを設けます。ケア会議ではございません。新たに協議体を設けて、その合議で判

断していくというふうなことになってございます。ですので、認定が必須ではございません。

ただ、チェックリスト等で一定の要件を必要とする事業もあります。それと、一般介護事業

についてはこのチェックリストという必要性もないケースも出てきます。介護になる予防に

向けて努力する方を対象としますので、そこは対象者の定義はしていない部分がございます

ので、よろしくお願いします。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  懸念されますのは、チェックリストだけでこの事業を受けるという方の中に、本来は要介

護認定を申請すれば介護認定を受けられた。しかし、この事業にそれだけで移されていって、

結果、要介護認定を受けられないという事態がもし生じるとすれば、やはりそれは懸念、問

題ではないかというふうに考えるわけですけれども、新たに例えばこの新総合事業を利用し

たいという方がおられたときに、チェックリストを用いる方の中で、要介護認定も受けられ

てはどうかという方もおられるのではないかというふうに思うんですけれども、そういった

方には要介護認定、申請もされるように、やはり窓口の段階できめ細かな相談をされるべき
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だというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか、答弁を求めます。 

議長（杉岡義信君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  ただいまの御質問は、恐らくボーダーラインの方が対象になってくると思います。そのボ

ーダーラインの方につきましては、やはり包括支援センターという窓口がございますので、

丁寧な対応は今までもしておりますが、この制度改正に伴って少々混乱も予想されますので、

そこはもう丁寧に対応するような形でいきたいと考えております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  先ほど話にも出ましたように、福祉用具の貸与、また介護に係る住宅改修等は要介護とい

うのが支給要件になっていますので、新たにそういう状態になった方、相談された方には、

ぜひその要介護認定を受けられるようにきめ細やかな対応をしていただくように求めたいと

思います。以上です。 

議長（杉岡義信君） 答弁は要らないな。 

  ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。向出君。 

３番（向出 健君） ３番、向出です。 

  議案第７号、笠置町介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者負担金の徴収に関する

条例制定の件について、反対討論を行います。 

  国は、被保険者を介護保険の給付から外していき、地域での安上がりのサービスに移そう

という、そういう動きを示しています。今条例案もこうした方向のものであり、介護保険を

改悪し、安心の介護とは逆行するものです。 

  先ほど訪問型サービスＡ事業の担い手は研修を受けた方だという説明がありましたけれど

も、家事手伝い等の簡易なものであっても、本来、体調の変化等、介護にかかわるいろいろ

な専門的知識を有する方が担うことが好ましいと思います。しかし、研修を受けた方、十分

な研修はされると思いますけれども、やはり専門職ではない、そういう方向に進むというこ

とは安心の介護とは逆行するものだと指摘をして、反対討論を終わります。 
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議長（杉岡義信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第７号、笠置町介護予防・日常生活支援総合事

業に係る利用者負担金の徴収に関する条例制定の件は、原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手多数です。したがって、議案第７号、笠置町介護予防・日常生活支

援総合事業に係る利用者負担金の徴収に関する条例制定の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１３、議案第８号、平成２８年度笠置町一般会計補正予算（第

６号）の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第８号、笠置町一般会計補正予算（第６号）の件について、提案理

由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出総額１４億３，４６７万５，０００円に、それぞれ８４８万

３，０００円を増額し、歳入歳出総額を１４億４，３１５万８，０００円とするものでござ

います。 

  歳入の主なものは、国庫支出金では交付額確定などにより１５０万円を減額、府支出金で

は電源立地地域対策補助金４４０万円や「お茶の京都」市町村支援強化費２６０万円などの

増額により、１，１６８万８，０００円を増額しております。 

  歳出の主なものは、地方創生事業として実施しておりますサテライトオフィス整備とＪＲ

笠置駅舎整備に係る工事請負費が２７８万３，０００円増額、減災基金への積立金を

１，２０４万円計上、また各費目における事業費の確定による減額を行っております。御審

議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  議案第８号、平成２８年度笠置町一般会計補正予算（第６号）につきまして説明させてい

ただきます。 
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  総務財政課からは、歳入と総務財政課所管の歳出について説明させていただきます。 

  今回の補正額、先ほど町長の説明にもありましたように、８４８万３，０００円を増額い

たしまして、歳入歳出総額は１４億４，３１５万８，０００円となっております。 

  それでは、歳入の９ページから説明させていただきます。 

  まず、使用料です。１２款使用料及び手数料、２項手数料、衛生手数料は、し尿くみ取り

券の販売手数料の減額見込みによりまして７５万６，０００円と、狂犬病につきましては登

録手数料の頭数の増により２万１，０００円を増額いたしまして、差し引き７３万

５，０００円を減額としております。 

  １３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、障害者自立支援給付費

や児童手当負担金の確定に伴いましてそれぞれ減額いたしまして、１１７万４，０００円を

減額いたしております。 

  同じく１３款国庫支出金、国庫補助金では、総務費国庫補助金で社会資本整備総合交付金

で３２万５，０００円。こちらにつきましては、後ほど歳出でも説明させていただきますけ

れども、耐震改修に係るものを減額とさせていただいております。 

  民生費国庫補助金におきましては、介護保険事業の補助金といたしまして、事業確定によ

りまして１万８，０００円が増額となっております。 

  衛生費国庫補助金におきましても、浄化槽の設置整備事業交付金が１３万８，０００円減

額となっておりますが、これも設置基数が減少しておりますので１３万８，０００円を減額

いたしております。 

  １４款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金では、こちらも国庫と同じく事業費

の確定見込みによりまして社会福祉費負担金で５０万円の減額、こちらは児童手当負担金の

ほうでは７，０００円の増額となりまして、差し引き４９万３，０００円を減額しておりま

す。 

  同じく１４款府支出金、府補助金、１目総務費府補助金では、電源立地地域対策補助金と

いたしまして４４０万円。これは毎年あるものではあるんですけれども、今年度につきまし

ては、後期分といたしまして今回交付決定を受けまして、４４０万円を増額しております。

その中で木造住宅耐震改修事業につきましては、申し込みというか、対象がありませんでし

たので６０万円を減額しております。文化力で京都を元気にする事業補助金、それから「お

茶の京都」市町村支援強化事業等で上がっておりますものは、鍋フェスタの事業にかかわり

まして京都府のほうから交付金をいただいております。新規の事業といたしまして、コミュ
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ニティコンビニ整備事業５００万円、京都府の拠点整備事業といたしまして交付を受けて実

施するもので、歳出のほうでも計上させていただいております。 

  民生費府補助金におきましては、それぞれ事業費の確定によりまして減額を行っておりま

す。 

  １１ページに移りまして、老人福祉費等も事業費確定による減額、衛生費府補助金にいた

しましても、先ほどの国庫と同じく、浄化槽の設置数等の減によりまして額をそれぞれ減額

させていただいております。 

  農林水産業費府補助金におきましては、農業委員会交付金の増額や農業委員会の補助金に

対する府の補助金が増額によりまして、農業振興事業補助金では大きく減額になっておりま

すもので２万円を減額、トータルで６万３，０００円、それぞれ減額とさせていただいてお

ります。 

  土木費補助金につきましても、府補助金の額確定によるものとなっております。 

  同じく１４款の委託金で、総務費、総務管理費委託金につきましては、国からの権限移譲

に伴いまして、笠置町で実施しております事務処理につきましていただく交付金なんですけ

れども、こちらも事業費の確定によりまして４万７，０００円を減額しております。 

  １６款寄附金は、１２月以降、１件寄附がございましたので、その分を増額させていただ

いております。 

  諸収入につきましても、歳入見込みを計算いたしまして、９９万５，０００円を減額した

ものでございます。 

  歳入については以上となります。 

  続きまして、歳出に移らせていただきます。 

  なお、給料、職員手当、共済費等、今回精査いたしまして、それぞれ各費目で減額してい

るところもございますが、それぞれの項目での説明は割愛させていただきますので、御了承

いただきたいと思います。 

  それでは、１３ページをよろしくお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、一般管理費におきまして、賃金を増額しております。これ

は、最低賃金の改定がございまして、当町の臨時職員に対する賃金額も１０月から改定して

おります。それに伴う増額となっております。 

  １４節使用料につきましては、パソコンのリース期間満了等になりまして、職員が使って

おりますパソコンのリース料の減額をしております。 
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  負担金補助及び交付金につきましては、東部連合の負担金額の確定に伴いまして、今回

５万円を計上させていただいております。 

  財政管理費につきましては、減災剰余金の積み立てを行うために減債基金に１，２０４万

円と、先ほど歳入でありました寄附金をふるさとづくり基金として積み立てるために２万

５，０００円、合計で１，２０６万５，０００円を計上いたしております。 

  財産管理費におきましては、公用車の車検等で車検整備、修理等の経費が増額となってお

りますので、需用費や公課費等で増額とさせていただきました。 

  備品購入費で車両購入を１３３万３，０００円減額させていただいておりますが、２８年

度で新たに公用車を１台購入する予定だったんですけれども、昨年３月に住民の方から御寄

附をいただきましたので、今回購入を見送らせていただき、減額とさせていただいたもので

ございます。 

  続きまして、１５ページをお願いいたします。 

  中段、８目の防災諸費でございます。委託料と負担金をそれぞれ木造住宅の耐震診断、耐

震改修で減額をさせていただいております。こちらは、今年度、２８年度は申し込みがあり

ませんでしたので、全額を減額とさせていただいております。 

  １６ページ、４項の選挙費でございます。参議院議員選挙、その下の町議会議員選挙、そ

れぞれ減額とさせていただいております。こちらにつきましては、選挙精算が済みまして、

それぞれ残額分を今回減額させていただいたものでございます。 

  続いて、２１ページをお願いいたします。 

  １０款公債費、１項公債費で、元金は１２万７，０００円を増額、利子で７５万

８，０００円を減額しております。本年度、平成１８年度に借り入れました減災基金等を、

１０年後の見直しの年に当たりまして、元利均等の見直しをしました結果、元利均等払いで

借り入れしておりましたので、その分、利率がかなり落ちております。そのために、元利金

等でありましたので、利子の分が減り、反対に元金が上がるというような現象にはなってお

りますが、全体で６３万１，０００円、償還分で減額となっております。 

  以上、総務関係の分の説明は終わらせていただきます。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） それでは、企画観光課が所管いたしますところにつきまして御

説明をさせていただきます。 

  まず、１３ページをお願いいたします。 
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  総務費、総務管理費、一般管理費、７節の賃金でございますが、年度内に最低賃金の改正

に伴い、循環バスの運転手賃金といたしまして１３万２，０００円を計上させていただいて

おります。 

  そして、１１節の需用費の燃料費でございますが、これにつきましては循環バスの燃料費

として１０万５，０００円を計上させていただいているところでございます。 

  それと、１４ページの６目の企画費、３節職員手当４９万８，０００円、４節共済費で社

会保険７万２，０００円、それと９節の旅費５万円を減額で計上しております。これにつき

ましては、地域おこし協力隊を募集しておりましたが、応募がなかったため、今回減額とさ

せていただいているところでございます。 

  なお、その募集につきましては、現在、引き続き行っているところでございます。 

  そして、１１節需用費で７７５万円を計上させていただいております。これにつきまして

は、補助金、次世代コミュニティ実現事業という補助を活用する中で、現在募集しておりま

す地域おこし協力隊等の活動拠点とするため修繕費を行うものと、それと事務消耗品、合わ

せまして７７５万円を計上させていただいているところでございます。 

  そして、１２節の役務費で、通信運搬費として２０万円を計上させていただいております。 

  次に、１５ページの１４節使用料及び賃借料で、これにつきましては地域おこし協力隊に

伴う家屋賃借料として１５万円を計上しておりましたけれども、これにつきましては１５万

円を減額で計上させていただいております。 

  それと、１５節工事請負費で２７８万３，０００円を計上させていただいているところで

ございます。これにつきましては、まずサテライトオフィス工事につきまして、既存の電気

設備を使用する予定で進めておりましたが、工事を進めるに当たりまして、既設の電気設備

が老朽化していることなどからブレーカー、電気配線の取りかえを行うため。それと、公衆

衛生法上、設備基準等に基づき保健所または土木事務所の指導により給排水の工事、それと

空調設備工事などに係るものを計上させていただいているのと、笠置駅工事につきましては、

新店舗入り口付近において間仕切りにある柱がかなり解体するに当たって屋根の二重といい

ますか、重さがかかっているということ、それと、外の外壁のはり、そこがシロアリにかな

り被害を受けているということから柱やはりの補強を行うことと、それと、既設ケーブルの

老朽化により電気設備を取りかえるものとして計上させていただいております。 

  それと、１８節備品購入費では、次世代コミュニティ実現事業補助金を活用する中で、施

設での使用備品を購入するという形で１９０万円を計上させていただいております。 
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  それから、１９節の負担金補助及び交付金、移住促進住宅整備事業で１９０万円を減額し

ております。これにつきましては、２８年度で移住された方はおるんですけれども、その補

助金を活用されなかったということで減額をさせていただいております。 

  それと、少し飛びまして２１ページの７款土木費、５項国土利用費、１目土地利用対策費、

これにつきましては補助金の確定によります財源の振りかえとなっております。以上でござ

います。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、税住民課長。 

税住民課長（石川久仁洋君） 税住民課が所管します歳出について御説明いたします。 

  １６ページをごらんください。 

  ２款総務費、戸籍住民基本台帳費、１９節負担金補助及び交付金で１１万９，０００円の

補正をお願いしております。内容につきましては、通知カード、個人番号カード交付事業費

交付金、平成２８年度年割額の確定による歳出の増額でございます。 

  なお、本事業は、国からの通知に基づき２９年度に繰り越すものでございます。 

  次に、１９ページをごらんください。 

  ４款衛生費、清掃費では、財源の組みかえを行っております。 

  次に、し尿処理費、１９節負担金補助及び交付金では９４万６，０００円の減額補正をお

願いしております。内容につきましては、合併浄化槽の設置実績の確定によります循環型社

会形成推進交付金、合併浄化槽補助金、２基分の減額でございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  保健福祉課が所管します一般会計の歳出予算でございます。 

  １７ページ、中段、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費のほうから御説明申し上げます。 

  次の目の老人福祉費の扶助費も一緒です。社会福祉費の扶助費も同じ理由でございまして、

各種医療費助成の実績見込みによる減額補正でございます。扶助費で２５１万減額、それか

ら老人福祉費では、１８ページに入ったところで、同じ扶助費で１４２万減額をしていると

ころでございます。このうち老人手当につきましては対象人数の減というふうなことでござ

います。 

  それから、２８節の繰出金につきましては、これはまた介護保険の補正のほうで御説明申

し上げますが、主に給付費の減に伴います一般会計の負担分でございます。６５万

４，０００円の減でございます。 
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  それから、中段の民生費、児童福祉費、保育園費、需用費でございまして、これは３１万

６，０００円増加してございますが、当初、１７名で予定しておりましたが、途中入所等が

ございまして２１名になりましたので、その不足分を食料費なり教材費ということで消耗品

費３１万６，０００円増額しておるところでございます。 

  それから、次の衛生費、保健衛生費、２目予防費でございます。ここで補正額１３３万減

額というふうなことでございます。予防接種、あるいは健診でもたくさん受けていただきた

いということから、ちょっと見積もりが多いのかもしれません。その辺は今後厳正な見積も

りをするとして、１３３万の減額をしているところでございます。 

  １９ページにまいりまして、委託料のほうも同じような理由でございます。この１３３万

の中に入っております。 

  それから、最後、３目の診療諸費、需用費で２０万上げておりますのは、現在、診療所の

外壁が、杉板でカバーしておるんですが、もう老朽化によって修繕を余儀なくされておりま

して、今回、補正で緊急に修繕を実施させていただきたいということで計上させていただい

ております。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） 続きまして、建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） それでは、失礼いたします。 

  建設産業課が所管いたします歳出予算の説明をさせていただきます。 

  予算書の１９ページをお開きいただきますようお願いいたします。 

  １９ページ下段でございます。５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、こち

らは補正額ゼロ円でございますが、農業委員会費につきましては、農業委員会補助金と農業

者年金業務委託手数料の額の確定に伴います財源の組みかえを行わせていただいたものでご

ざいます。 

  続きまして、２目農業総務費、補正額６，０００円でございます。こちらにつきましては、

人件費に係ります増額分と農業委員会交付金並びに京の水田農業総合対策事業補助金の額の

確定に伴います財源の組みかえを行わせていただくものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３目農業振興費でございます。補正額で２１万４，０００円の減額を計上させていただい

ております。節の区分といたしまして、需用費の消耗品費で１６万４，０００円の減額、

１９節負担金補助及び交付金、こちらにつきましては経営所得安定対策制度推進事業補助金

といたしまして５万円の減額をさせていただいておるところでございます。こちらにつきま
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しては、歳入のほうでも説明がありましたが、農業振興事業費補助金が減額されることが確

定したため、減額分に応じた歳出予算の減額を行うものでございます。 

  続きまして、５款農林水産業費、２項林業費、２目林業振興費でございます。こちらにつ

きましては、１１節需用費で消耗品費４，０００円を減額させていただいております。こち

らにつきましても、緑の公共事業補助金が減額交付されることが確定したため、歳出予算の

減額と財源の組みかえを行うものでございます。 

  建設産業課のほうからは以上でございます。 

議長（杉岡義信君） この際、暫時休憩します。 

休  憩   午前１１時５０分 

再  開   午後 １時００分 

議長（杉岡義信君） 休憩前に引き続き再開します。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。松本君。 

７番（松本俊清君） ７番、松本です。 

  先ほど昼のときに一応説明願ったんですが、再度お聞きします。配付されております

１３ページ、時間外勤務手当２６０万上がっているんですが、これは今回追加で上がってい

るんですが、今後、どのような対策でこれを減少していくのか、ちょっとお聞きしたい。 

  それと、１４ページの７００万円、修繕費、説明を一応されたんですが、ちょっと聞き取

れなかったもので、再度説明をお願いします。２点。 

議長（杉岡義信君） 総務財政課長。 

総務財政課長兼会計管理者（前田早知子君） 失礼いたします。 

  松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今回、職員手当で時間外勤務手当を２６０万増額させていただいております。本年度につ

きましては、消防の操法大会がございましたり、それから地方創生の事業等、たくさんして

いる中で、職員の時間外勤務がふえてきたというところとなっております。 

  今後といたしましては、地方創生の事業もまだ続くとは思いますけれども、職員の定数も

先ほど可決いただきましたので、事業の見直しなり、事務分担の見直しなりをして対策はさ

せていただきたいと思っております。以上です。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 失礼いたします。 

  修繕費の７００万の件に関してでございますけれども、これにつきましては、ただいま地
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域おこし協力隊というものを募集しております。その活動拠点といいますか、地域おこし協

力隊の受け入れ態勢というところで修繕費を７００万上げさせていただいているんですけれ

ども、それにつきまして、府の補助事業であります次世代コミュニティ事業という補助金が

あるんですけれども、これにつきましてはもう来年度、活用できるかどうかわからないとい

うところで、本年度はその補助金が活用できるということで今回上げさせていただいたんで

すけれども、その地域おこし協力隊の活動拠点に対します修繕費ということで上げさせてい

ただいたところでございます。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。坂本君。 

６番（坂本英人君） ６番、坂本です。 

  地域おこし協力隊の活動拠点はどこを予定されているんでしょうか。 

議長（杉岡義信君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

  活動拠点につきましては、南部地内で考えております。以上です。 

議長（杉岡義信君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第８号、平成２８年度笠置町一般会計補正予算

（第６号）の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第８号、平成２８年度笠置町一般会計

補正予算（第６号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１４、議案第９号、平成２８年度笠置町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第９号、平成２８年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）の件について、提案理由を御説明申し上げます。 
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  今回の補正は、歳入歳出予算の総額２億６，９３７万９，０００円に、歳入歳出それぞれ

２，０２５万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億８，９６３万

３，０００円とするものでございます。 

  主な提案内容は、歳入では、前期高齢者交付金の額の確定に伴います交付金の増額など、

歳出では、医療費の高騰によります保険給付費の増額並びに基金積立金の増額補正でござい

ます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。税住民課長。 

税住民課長（石川久仁洋君） 議案第９号、平成２８年度笠置町国民健康保険特別会計補正予

算について御説明いたします。 

  初めに、歳入について御説明いたします。 

  ６ページをごらんください。 

  ３款国庫支出金、国庫負担金、療養給付費等負担金、現年分で４７６万８，０００円の減

額補正をお願いしております。内容につきましては、歳出での保険給付費の増額と前期高齢

者交付金の額の確定によるもので、相殺し、算出した歳出の補正でございます。 

  次に、同じく国庫支出金、国庫補助金、財政調整交付金、普通調整交付金で１３４万

１，０００円の減額を、また１つ飛びまして６款府支出金、府補助金、財政調整交付金で同

額の１３４万１，０００円の減額補正をお願いしています。内容につきましては、いずれも

さきの療養給付費負担金と同様に、歳出での保険給付費の補正と前期高齢者交付金の額の確

定によるものでございます。 

  戻りまして、５款前期高齢者交付金、現年分で３，０５７万３，０００円の補正をお願い

しております。内容につきましては、交付金額の確定によるものでございます。 

  次に、下段の１０款繰越金につきまして２８６万９，０００円の減額補正をお願いしてお

ります。これにつきましては、前期高齢者交付金の増加等に伴います超過財源分を繰越金で

調整し、減額計上しているものでございます。 

  続いて、歳出の説明に移ります。 

  ７ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、療養諸費、一般被保険者療養給付費、１９節負担金補助及び交付金で

１，１５５万４，０００円の補正をお願いしております。内容につきましては、医療費の高

騰に伴い保険給付費の増加が見込まれますので、増額補正をしております。 

  次の一般被保険者療養費は、国庫支出金の額の変更や交付金の額の確定によります財源の
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組みかえでございます。 

  中段の高額療養費、一般被保険者高額療養費、１９節負担金補助及び交付金につきまして

も、医療費の高騰により３７０万円を補正しております。 

  最後に、８款基金積立金、積立金で、２５節積立金で５００万円の補正をお願いしており

ます。内容につきましては、国保の都道府県化に向けまして、国保財源の基盤の安定を図る

ため基金積立金を歳出予算に計上するもので、可能な範囲で国民健康保険財政調整基金に積

み立てを行うものでございます。 

  以上、歳入歳出それぞれ２，０２５万４，０００円を増額し、総額をそれぞれ２億

８，９６３万３，０００円としています。 

  これで国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第９号、平成２８年度笠置町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第９号、平成２８年度笠置町国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１５、議案第１０号、平成２８年度笠置町簡易水道特別会計補正

予算（第３号）の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１０号、平成２８年度笠置町簡易水道特別会計補正予算（第

３号）の提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ３７万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ６，２４８万６，０００円とするものでございます。 

  主な内容は、歳入では一般会計繰入金の減額、歳出では、一般管理費での人件費並びに簡
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易水道施設費での委託料の減額と、消費税など中間納付に係る公課費の増額を計上したもの

でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。建設産業課長。 

建設産業課長（市田精志君） それでは、失礼いたします。 

  議案第１０号、平成２８年度笠置町簡易水道特別会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。 

  予算書の６ページをお開き願います。 

  まず、歳入の部でございますが、４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、

１節一般会計繰入金で、人件費等財源補填分といたしまして２４万２，０００円の減額を、

同じく児童手当分といたしまして１４万円の減額を計上させていただいております。こちら

につきましては、歳出予算総額の減額に伴う充当財源分の減額を行うものとなっております。 

  続きまして、５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、１節繰越金でございますが、前年度

繰越金６，０００円を計上させていただいております。こちらにつきましては、前回、

１２月の補正予算（第２号）の時点で財源留保としていたものを今回予算計上させていただ

くものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ７ページ、歳出の部でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正

額といたしまして３０万５，０００円の減額を計上させていただいておりますが、こちらに

つきましては職員手当での減額となっておりまして、人件費に係るものでございます。 

  次に、２款衛生費、１項上水道費、１目簡易水道施設費でございます。補正額７万

１，０００円の減額となっております。節の区分といたしまして、委託料、こちらにつきま

しては水道メーター検針の委託料２３万６，０００円を減額させていただいております。こ

ちらにつきましても、前回の補正予算時に８カ月分を減額させていただいたところでござい

ますが、その後も募集はかけておりますが、応募がなく、委託実績がないため、不用額を減

額させていただくものでございます。 

  次に、２７節の公課費でございます。こちらにつきましては、内容といたしましては、消

費税及び地方消費税１６万５，０００円の増額を計上させていただいております。こちらに

つきましては、平成２７年度課税期間分の消費税等の額が確定したことによります増額とな

っておりまして、この３月に行います消費税の中間申告、中間納付に要する費用分を計上さ

せていただいたところでございます。 
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  説明のほうは以上でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第１０号、平成２８年度笠置町簡易水道特別会

計補正予算（第３号）の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第１０号、平成２８年度笠置町簡易水

道特別会計補正予算（第３号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） 日程第１６、議案第１１号、平成２８年度笠置町介護保険特別会計補正

予算（第４号）の件を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。町長、西村典夫君。 

町長（西村典夫君） 議案第１１号、平成２８年度笠置町介護保険特別会計補正予算（第

４号）の提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ４２１万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２億５，４５２万９，０００円とするものでございます。 

  主な提案内容は、保険給付費の実績見込み額によります減額補正でございます。よろしく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（杉岡義信君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（東 達広君） 失礼いたします。 

  議案第１１号、平成２８年度笠置町介護保険特別会計補正予算（第４号）につきまして御

説明申し上げます。 

  議案書の８ページをごらんください。 

  今回の補正は、先ほど町長が申し上げましたとおり、給付費の実績見込みによる減額補正

となっております。その中でも居宅施設サービス給付費の減額でございまして、いずれも見

込み利用者数や利用者の介護度によって大きく影響を受けた結果となっております。 
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  まず、歳出のほうで御説明申し上げます。 

  中段以降、保険給付費、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費の中で、１目居宅介護

サービス給付費のほうで２８０万円の減額でございます。 

  それから、大きくは３目施設介護サービス給付費で約１００万円の減額となっております。

ちなみに、現在、利用していただき施設に入っておられるのは２８名というふうなことでご

ざいます。 

  それから、反対に５目の居宅介護住宅改修費のほうでは３２万円の増額というふうなこと

でございます。 

  それから、９ページにまいりまして、介護予防サービス給付費につきましては６０万円の

増額でございます。利用者数の増によるものとなっております。 

  それから、主な内容は以上でございます。 

  歳入につきましては、定率補助金でございまして、詳しい内容は省かさせていただきます

が、一般会計に係ります部分につきましては、６ページの一番最後の款でございます７款繰

入金、１項一般会計繰入金、それから１目介護給付費繰入金、これは介護給付費の減に伴い

ます繰入金でございまして、給付費の減の１２．５％、５０万６，０００円という形で計上

しているところでございます。 

  総額で４２１万の減額ということでございます。以上でございます。 

議長（杉岡義信君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（杉岡義信君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は、挙手によって行います。議案第１１号、平成２８年度笠置町介護保険特別会

計補正予算（第４号）の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（杉岡義信君） 挙手全員です。したがって、議案第１１号、平成２８年度笠置町介護保

険特別会計補正予算（第４号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（杉岡義信君） これで本日の会議を閉じます。 



４５ 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第２日目は３月１５日午前９時３０分から開会します。通知は省略します。 

  本日は御苦労さまでした。 

散  会   午後１時２６分 


